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ヒアリング対象者非公表につき取扱注意

第６回農協系統の事業・組織に関する検討会議事要旨

１．時 間： 平成１２年６月７日（水） １０：００～１２：１０
２．場 所： 農林水産省３階第１特別会議室
３．出席者： 委 員

岸 康彦 愛媛大学農学部教授
後藤 康夫 農林水産長期金融協会会長
佐藤三千男 読売新聞論説委員
生源寺真一 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
山田 俊男 全国農業協同組合中央会専務理事

農林水産省
経済局長、審議官、金融課長、農業協同組合課長、組織対策室長

４．議 題： 関係者ヒアリング
５．議事内容
○ 農業法人代表者１名 農協関係者２名 合計３名からヒアリングを行った後、 、 、
自由討議に入った。

１ 農業法人代表者 Ａ
Ａ，別紙１により説明。

（主な質疑）
委員： 農協の理事として、農協の理事会中に入ってみて、問題点を自由に議論

できる雰囲気はあるのか。
Ａ 理事会のメンバーが問題である。農業生産はできても、経営の資質はな�

い。

委員： 参事をはじめとする職員が問題を投げかけ、議論するということはある
か。

Ａ 部長など、中にはよく勉強している者もいて議論することもあるが、普�

通の職員はほとんどそういう教育を受けていない。

委員： 法人経営して２０年あまりということだが、農協とのつきあい方に変わ
りはないか。

Ａ 以前は農事組合法人というスタイルをとっており、金融をはじめ農協か�

らいろいろ支援を受けていた。現在の農協は農家の多様なニーズに応えて
いるとは言い難く、つきあいにくい。大口メリットもバックマージンしか
できず、これではあまり意味がない。
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委員： 農協が多様なニーズに対応できないのは、どこに問題があるのか。
Ａ 大口、小口を問わず形式的な平等を要求する農家側の問題も大きい。�

農協は「平等でない」といわれるのを恐れている。

委員： 農協の利用量が大きい人と小さい人、それぞれに応じた対応をするのが
本当の平等である 「平等」が非常に固定観念化しているのではないか。。

Ａ そのとおりである。�

委員： 農協系統の信用事業の改革について、単協、連合会、農林中金のどこが
イニシアティブをとっていくべきか。

Ａ 農林中金だと思う。私たち現場では、信連は農林中金の支店であって、�

金融は全て農林中金が責任を持って処理しているという感覚であった。農
家は、農協は安全だということで預けているが、破綻時における責任体制
がはっきりしないのであれば、都銀に預ける方が安心である。

委員： 貴農協では有価証券の失敗で訴訟沙汰になっているが、組合員の事業利
用に変化はあるか。

Ａ ほとんど変化がない。逆に今日までの農家と農協との信頼関係から、自�

立再建のために各農家が１０万円の出資をした。

委員： 問題を抱えている農協が変わるポイントはどこにはあるのか 役職員か、 、
制度運営上の仕組みか、組織毎に切れている事業の仕組みか、展望を出さ
ない中央会か。

Ａ 全部だと思う。それぞれが個別に責任を負うのではなく、系統組織全体�

で責任を負う体制を明確にして、もっと総合力を大事にするべきである。

２ 農協関係者 Ｂ
Ｂ，別紙２により説明。

（主な質疑）
委員： 貴農協では准組合員の比率が高いが、准組合員の位置付けはどうなって

いるのか。
Ｂ 地域に開かれた農協を作るという理念の下、正組合員と准組合員とで区�

別せず、全て同じ組合員という意識で位置付けている。

委員： 農協離れについてどう考えているか。
Ｂ それは感じている。農業、農協の原則を知ってもらうために組合員教育�

事業に取り組んでいる。

委員： 今後農家が直接インターネットを使って販売することも考えられるが、
インターネット社会における農協の姿はどういうものか。
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Ｂ 当農協でも端末機を入れるなど色々取組んでおり、ホームページも開設�

している。現在、有線放送を行っているが、これからはインターネットの
時代だと思っている。ただ、どうやっていくかはまだまとまっていない。

委員： 農協の事業の中で金融事業が大きな割合を占めているが、系統全体との
関係をどう捉えているのか。

Ｂ 信連が我々の事業を補完してくれていると考えている。農協が系統を使�

わない限り組織として強くなれない。自分の農協では、系統をまるまる使
っているし、そのための系統だと位置付けている。

事務局： 生産資材について 農協は安全・安心面で商系とは違う旨の話だったが、 、
どういうことか。

Ｂ スーパーで安売りしていた草刈機を例にとると、安全マークがついてい�

なかったり、必要なベアリングが少なかったりしたことがあった。
また 業者は店頭販売だが 当農協では組合員のところまで届けている、 、 。
手数料も明確にして、赤字でも組合員のための資材供給を続けている。

事務局： 経営管理委員の導入についてどう考えているか。
Ｂ 当農協では、７０００人の組合員がいるが、総代会ではなく総会を開催�

している。正組合員、准組合員が総会に集まって、農協の是非について判
断をしており、今のところ経営管理委員は入れようとも思っていない。

委員： 都市型農協の悩みというものはあるか。
Ｂ 以前は農家に「農協は自分たちが作ったもの」という協同体意識があっ�

たが、最近は利便性の追求に走りがちであり、常に銀行との比較をしてい
る。これでは農協理念をもたない単なるおつきあいになってしまうという
危惧感がある。

委員： 信用事業について専門的な職員を養成することはしているか。
Ｂ 信連に毎年１人か２人ずつ職員を出向させることで、専門的な知識を吸�

収させたり、人的交流を築いたりしている。
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３ 農協関係者 Ｃ
Ｃ，別紙３により説明。

（主な質疑）
委員： 経済事業の活性化という意味での広域合併というものがあるのではない

か。
Ｃ 広域合併をすることで大事な核が薄まってしまうということがある。合�

併は目的に応じて行うべきであって、最初から目的もなく合併してエリア
だけ広げても意味がない。合併に反対ということではなく、合併によりメ
リットを生むだけの相手がいないということである。

事務局： 農協の観点から見て、全農、経済連に対してコストを下げて欲しい等の
注文はあるか。

Ｃ 他のメーカーより安い訳ではないが、他の農協より伝統的に系統利用率�

が高い。餌等、一部の商品について試験的に値段を下げてもらっているこ
ともあるが、系統外を利用してはどうかという話も出てきており、系統内
部で真剣に検討しなければならないと思う。

委員： スーパーや量販店でできないサービスというのは何か。
Ｃ 午前、午後各１回は町内を回る車を用意して、どんなものでも配達する�

システムを作っている 大口利用者 小口利用者 予約者等で価格設定は。 、 、 、
異なっている。

委員： 多数の品目の産直を行っているようだが、値決めはどうしているのか。
Ｃ 現在、１０月から３月までの品目の生産計画を立てており、価格を決め�

てから作付けに入る。価格は販売戦略を考え、シーズン単位、年間単位等
で決定し、品目毎に異なっている。

委員： 農協として、全農・県連離れということはあるか。
Ｃ 自分のことは自分でやるという自己完結が基本である。ただ、自分でや�

れない部分について県連や全農に補完機能としての役割を求めることはあ
る。県内の農協の中には、本来自分がやるべきことを県連、全農にお願い
しているところも多い。

委員： 信用事業について、信金や郵便局に負けないサービスというものは具体
的にあるか。

Ｃ 当農協では、当県有数の銀行の保有高に負けていない。具体的なサービ�

スというより農協の総合力で対応している。

委員： ＪＡの金融事業については 地域の農業生産活動を支えるためのもので、 、
金融で無理に利益を出す必要はなく、生産活動をしていれば自ずからつい
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てくるということか。
Ｃ そうではない。金融の担当者をおいてきちんと勉強させている。経済事�

業は自分のところできちんとやるべきだし、当農協はきちんとやっている
つもりであるが、金融は系統グループ全体で対応しなければならないと思
う。

事務局： 貴県では広域合併構想はどうなっているのか。また、貴農協はどういう
状況か。

Ｃ 現在４つの地域がまだ進んでいないが、そのうちの３つについては合併�

を進めようとしているようである。私のところも構想エリアに入っている
が、平成１５年までは合併の議論はしないということになった。

事務局： 合併について議論しないということであったが、どういう組織討議がな
されたのか。

Ｃ 組合長自体、広域合併について消極的である。組合長が答えるべき質問�

であり、十分に答えられない。

事務局： 貴農協では、産直なり、都市の消費者との交流なり、いろいろな販売戦
略を打ち立てているが、旗振り役はいるのか。また、どのように組合員の
意識を方向付けしたのか。

Ｃ 産直は、市場価格では野菜作りに参加できない生産者、農協職員等地域�

全体で取組んだ結果である。当農協では、職員のやりたいことを応援して
くれる体制があり、１人の旗振り役というより組織全体で取組んでいる。

委員： 産直ならではの問題点はあるか。
Ｃ １つの生協に対する割合が高いという点が弱点である。今後、取引先を�

拡大、分散することが課題である。

○ 討議の後、次回の開催の日程につき説明を行い、閉会した。











- 1 -

別紙２

（ ）農協関係者

ヒアリングのレジュメ

１．はじめに

２．食料・農業・農村基本法の理念の積極的な推進

３．農 業

① 農村（集落の再構築）

② 地域農業振興

③ 農産物の販売強化

④ 生産資材の供給

４．ＪＡの事業、活動の強化

① 組合員活動の展開

② 事業の展開（金融、共済事業）

５．おわりに










